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2試験目的

治山討画立案に当っては,崩培地,溪流荒廃地等の実態をつかみ,それに対処する治山ダム 

あるいは山腹工事等の数塩を決める必要がある。従来»治山率業計画は主として現地調査にょ 

り,崩堵地,溪流荒廃地の現況を把握し,同じく現地調査により,ダムサイトやダ厶の規模の 

決定,山腹工の要,不要,エ辛の櫟易等の判断がなされていた。しかし,今後,奥地林の開発 

や下流の人口増加に伴い,治山事業の計画対象も奥地へひろがると同時に,精密な計画の帽立 

が望喧れる情勢にある。奥地での現地調査は地利的地形的条件による困難さのほかに,季節的 

制約によリ調査期間が限られ,空中写真を併用して調査が行左われることは必然である。また, 

突発的左災害発生に伴う,計画改前のための治山調査田於ては,悪条件の下で早急な調査完了 

が望まれるため空中写真の利用が不可欠のものとな&

空中写真利用の利点としては,調査期間の短縮だけでなく,距離や地形に影響されずに精度 

■—株左結果が得られることがあげられる。しかし一方,空中写真は,撮影に相当な経費の支出 

を覚悟しなければ左ら左いので,治山調査のためだけに大面積の範囲の空中写真を撮影するこ 

とは,災害左ど特殊左場合以外には考えられない。幸い全国国有林のほとんど全域にわたって 

森林資源調査のために撮影済の空中写真があり,今后も5年に一度は新規撮影が行なわれるの 

でこれを利用することが可能である。

そこで撮影済の空中写真を用いることを前提に,荒廃地の現況をらぴに推移の状況左ど各種 

の写真判読を行ない,その結果を現地調査の結果と対比させるなどして,既存の空中写真の利 

用法の基準および利用し得る限度を明らかにしようとする。

3昭和43年度の経過とえられた結果

! 新発田営林署管内の約2, 7 0 〇 haを対象に5千分の1(パンクロフィル厶)および1方

2千分の1(赤外フィルム)の损影を行なった。

2既存の1万2千分の1カラー写真,1万分の1パンクロ写真を上記の新規撮影の写真に加 

えて,崩埸面,溪床堆積物,植生,をどの判読や工毒設計作はそれぞれどのフィルム及びい

<らの縮尺が適当かを比較検討した。
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(1)フィルムの種類

治山計画への多目的な利用の場合には適当左露出縮尺のパンクロ写真,植生の種類の假 

にはカラー写真,崩學而の侵食堆積状況の判読には赤外写夷などが良い結果を得た。

⑵撮影縮尺

長期の治山計画樹立のための荒廃仙の調査の場合は2万分の1の縮尺,ダム工事や山腹エ 

市の実施設計に使用する場合は5千分の1パンクロ写真が植物の披援の状態までわかるので 

実用的である。

•昭和44年度の能験計回

前年度までの資料を検討し,結果を集約して「国有林要治山主要地区の判定法」の検討資料 

とする。
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